
【修正後】図表７－２　係属期間別の未済人員

1,218        98           190          254          363          242          71           

（注）１　延べ人員である。

　　　２　裁判員裁判対象事件と裁判員裁判対象事件以外の事件が併合審理されている場合は、

　　　　併合されている裁判員裁判対象事件以外の事件の未済人員を含む。

　　　３　裁判員法３条１項の除外決定があった人員を除く。
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